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 第４回  熊本県議会 有明海・八代海再生及び地球温暖化 

対策特別委員会会議記録 

 

平成27年12月10日（木曜日） 

            午前11時10分開議 

            午前11時57分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

(1)有明海・八代海の環境の保全、改善及

び水産資源の回復等による漁業の振興に

関する件について 

(2)地球温暖化対策に関する件について 

(3)付託調査事件の閉会中の継続審査につ

いて 

――――――――――――――― 

出席委員（15人） 

        委 員 長  小早川 宗 弘 

        副委員長  渕 上 陽 一 

        委  員  西 岡 勝 成 

         委  員 前 川   收 

        委  員 岩 中 伸 司 

        委  員 城 下 広 作 

        委  員 吉 永 和 世 

        委  員 坂 田 孝 志 

        委  員 浦 田 祐三子 

        委  員 磯 田   毅 

        委  員 西 山 宗 孝 

        委  員 岩 本 浩 治 

        委  員 末 松 直 洋 

        委  員 山 本 伸 裕 

        委  員 吉 田 孝 平 

欠席委員（１人）委   員 村 上 寅 美 

委員外議員（なし） 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 環境生活部 

         部 長 田 代 裕 信 

        環境局長 坂 本 孝 広 

      環境政策課長 家 入   淳 

    環境立県推進課長 佐 藤 美智子 

環境保全課長 川 越 吉 廣 

      自然保護課長 川 上 信 久 

首席審議員兼 

廃棄物対策課長 岡 田   浩 

 企画振興部 

        審議員兼 

   交通政策課課長補佐 前 田   隆 

 商工観光労働部 

     新産業振興局長 渡 辺 純 一 

      産業支援課長 古 森 美津代 

   エネルギー政策課長 村 井 浩 一 

 農林水産部 

        生産局長 園 田   誠 

        水産局長 平 岡 政 宏 

農林水産政策課長 白 石 伸 一 

農業技術課長 下 舞 睦 哉 

  園芸課長 潮 﨑 昭 二 

畜産課長 中 村 秀 朗 

農地整備課長 西 森 英 敏 

森林整備課長 赤 羽   元 

林業振興課長 宮 田   修 

森林保全課長 三 原 義 之 

水産振興課長 木 村 武 志 

漁港漁場整備課長 長 井 英 治 

水産研究センター所長 平 山   泉 

 土木部 

土木技術審議監兼 

河川港湾局長 鈴 木 俊 朗 

土木技術管理課長 緒 方 進 一 

都市計画課課長補佐 下 村 正 宣 

下水環境課長 宮 本 秀 一 

河川課長 村 上 義 幸 

  港湾課長 平 山 高 志 



第４回 熊本県議会 有明海・八代海再生及び地球温暖化対策特別委員会会議記録（平成27年12月10日) 

 - 2 - 

  建築課長 清 水 照 親 

審議員兼建築課 

   建築物安全推進室長 井 手 秀 逸 

 教育委員会事務局 

      義務教育課長 浦 川 健一郎 

 企業局 

   次長兼総務経営課長 福 島   裕 

審議員兼総務経営課 

荒瀬ダム撤去室長 吉ヶ嶋 雅 純 

        工務課長 武 田 裕 之 

 警察本部 

      交通部参事官 岩 本 信 行 

――――――――――――――― 

 参考人 

   熊本大学名誉教授 

   沿岸域環境科学教育研究センター 

   特任教授      滝 川 清 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

   政務調査課主幹   濱 邊 誠 治 

   議事課  主幹   東   昭 宏 

――――――――――――――― 

 

午前11時10分開議 

○小早川宗弘委員長 それでは、時間になり

ましたので、委員会を開会したいと思いま

す。 

 本日は、村上委員が御欠席であります。 

 ただいまから、第４回有明海・八代海再生

及び地球温暖化対策特別委員会を開会いたし

ます。 

 なお、本委員会に６名の傍聴の申し込みが

あっておりますので、これを認めることとい

たします。 

 それでは、お手元に配付の委員会次第に従

い、付託調査事件を審議させていただきます

ので、よろしくお願いいたします。 

 議題１、有明海・八代海の環境の保全、改

善及び水産資源の回復等による漁業の振興に

関する件につきまして、先ほどの先生のお

話、勉強会に引き続き、滝川清熊本大学名誉

教授には、熊本県議会委員会条例第28条の３

に基づき、参考人として出席をしていただい

ております。 

 それでは、先ほどの勉強会を踏まえて、八

代海、有明海の再生に関して、滝川先生への

質問、質疑はありませんか。 

 

○城下広作委員 先生、きょうはありがとう

ございました。大変勉強になりました。 

 有明海、八代海を悪くする原因の一つに、

いわゆるヘドロというのがあるんですけれど

も、これは大体どのくらいの量あるのかなと

いう、環境悪化を招くという量として。ゼロ

というわけにはいかぬでしょうから、ある程

度は残しておくべき部分もあるんでしょうけ

れども、悪化に対しての影響する量というの

は、どのくらい推定されるのかと。 

 また、除去の方法というのは、これはまた

どうすればいいのかというその考えがあれ

ば、ちょっと参考に教えていただきたいと思

います。 

 

○滝川清参考人 非常に重要な御指摘だろう

と思います。このスライドで申し上げました

ように、有明海の環境悪化の一つの大きな要

因として、海底の底質が細粒化という言葉を

使います。ヘドロという言葉は、学術用語と

はちょっと違うみたいなので、細粒化といい

ます。細粒化している。その細粒化の度合い

がどの程度だという、あるいは何センチぐら

い積もると、定量的な評価は、現在のところ

確たるものはございません。 

 というのは、過去の調査事例が非常に少な

い。ただし、僕らが今まで調査したことによ

りますと、新たにわかったところで、熊本港

周辺の沖のところもかなりヘドロ層が厚くな

っている。年間の堆積速度が２ミリとか３ミ

リとかいう速度で来ています。 

 現在のそのヘドロの厚さは20～30センチ、
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もっとひどいところはたくさんあります。普

通、生き物がすめるという、有明海もそうで

すし、八代海もそうですが、ある程度好気的

な環境が維持できる深さというのは20～30セ

ンチなんですね。 

 タイラギをいい例にしますと、タイラギ

は、足糸といって水管をこう出しますから、

それが30ミリですね。３センチ以上になる

と、足糸が出せなくて息できなくて死んじゃ

う。 

 ですから、そういった意味で、生き物によ

っても変わりますが、ある程度生物がすめる

ような堆積層であればいいですが、それが以

前と違うようなところにたくさん堆積してい

るという状況でございます。 

 ですから、過去の事例からしますと、多分

皆さん御経験があるかと思いますが、熊本港

周辺のところでも、以前はタイラギとりにい

くのに素足といいますかね、そのまま入って

歩いてた。ところが、今歩けない。歩いてた

らとんでもなくて、膝まで浸かって、潮が満

ちてきて危ない目に遭うということが多々あ

ります。それは八代海も全く同じです。 

 ですから、我々が非常に困っているのは、

干潟を調査して、その干潟がどういう特性に

あるのか。今おっしゃるように、干潟、ヘド

ロとおっしゃいましたが、それがどのぐらい

の層になっているのかというものの現実的な

調査結果はございません。入れない。そうい

う状況です。 

 ただし、かなり危ない状態にある。そうい

う御認識をいただいて、定量的にこうだとい

うものはございません。それをどうすれば生

き物がすめるようになるのかということは、

先ほど申し上げたように、好気的な環境をや

っぱりつくっていく、空気がたくさん、酸素

がたくさんあるような場を。細かいヘドロ層

ですと、細粒化で、粒々が粘土もしくはシル

トという非常に細かい粒の状況になりますか

ら、それだと、なかなか酸素がその中に入り

込んでいけないわけです。 

 ですから、そういった意味で、生き物がな

かなかすめない環境にある、特に二枚貝類等

は。ですから、そういったところを改善する

としたら、そういったところをいかに好気的

な環境にしてあげるかということが大事。 

 そういった意味で、砂をまくというのは、

砂の粒々の間に空気層がありますから、それ

をまいてあげるということをよくやられてい

るわけですね。でも、そのまいてあげるんだ

けど、そのヘドロの中に入り込んでしまった

り、沈下してしまったり、あるいはまたほか

のところから流動してきたりということで、

そこの対策はなかなかとれない。 

 申し上げたように、それをやるためには、

浮泥、もとになっているような浮泥源があれ

ば、その源の対策をやる。陸域からの負荷の

影響で、それが入ってくると、海の中の物質

と一緒になってフロックというものがつくら

れます、細かいヘドロのもとみたいな。それ

がどんどん落ちてくる。あるいは、流送土砂

みたいなものが減ってくると、そういったも

のがどんどんふえてくるわけですね。そうい

ったものを取り除く。発生源があれば、そう

いったものをできるだけ発生しないようにす

ると、今申し上げたように、ヘドロのところ

を何とか好気的な環境にする。取り除くとい

うこともあるでしょう。それは予算とかなん

かのいろんな問題。そういう流れになる。 

 あとは、それをいかに維持していくのか。

維持する方法というのもたくさん考えられる

わけです。たまらないようにするためには、

流れを起こしてみて、流れがそこに来ないよ

うにするとか、あるいはキャッチするとか。

でも、それに対しては非常に大きな予算も当

然考えなきゃならない。 

 そういったことを含めて、いろんな、これ

がいいという方法が場所によって違う。そこ

の議論をやっぱりしていく必要がある、ある

いは調査を進めていく必要があるというふう
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に思っております。 

 

○城下広作委員 ありがとうございました。 

 例えば先生、それを取り除く、陸に上げ

る、そして水分を分離させる、粉末になる。

これは害は別にないんですか。 

 

○滝川清参考人 それは非常に重要なこと

で、陸に上げることは、今の状況でだめなん

ですね。廃棄物処理、産廃ですか、産業廃棄

物で陸には上げられない。ですから、公有水

面の低いところにしゅんせつ、土捨て場とい

いますか、を置いてるという状況ですね。そ

ういった中で、水を抜くことを、いろんな、

何というんですか、しゅんせつ土砂置き場と

いうんですか、そういったところではやられ

てます。 

 その中で、塩というか海水を抜いて出てき

たときに、どんな物質があるかというのは、

いろんなものがあります。ただし、今のとこ

ろ、その極端に悪いといいますかね、海の中

のもともとのものですから、重金属類が含ま

れてるとか、ちょっと先ほど申し上げたよう

ないろんな汚染物質の可能性のあるようなや

つが含まれてるとか、そういうチェックはし

なきゃなりません。そのチェックの方法は、

やっぱりきちっとやらなきゃいけない。 

 それは、いろんなものをつくって、バイオ

アッセイといいますか、そういったものを使

って、実際に生き物に対する実験をやって、

そして、それで効果があるとかないとかとい

うことを確認しながら進めていく。そのため

の基準がありますが、その基準も、いろんな

ケース・バイ・ケースで、どれを使っていい

かよくわからぬというふうなところもありま

す。そういった意味の整理も必要だというふ

うに。 

 

○城下広作委員 わかりました。ありがとう

ございました。 

 

○小早川宗弘委員長 ほかにございません

か。 

 

○西岡勝成委員 先生とは、私も、十数年

前、この委員会でいろいろ勉強させていただ

いて、分厚いこういう調査表をまだ残してお

りますけれども、実感として、私ずっとこの

環境委員会におるんですけれども、特措法

で、農地からのリンや窒素の供給源の整備と

か、下水道の整備とか、養殖漁業において

は、生餌から固形のペレットの餌にやった

り、いろいろ全体としては相当特措法を含め

てやってると思うんですね。 

 私、実感として、10年前よりも少しはよく

なりつつあるんじゃないかというような感じ

がするんですが、例えば、牛深には、八代海

からアンチョビのあれが、毎年、最近１日に

30トンから50トン、毎日のように揚げて持っ

てくるんですね。ああいう状態は昔ちょっと

なかったので、少しは海面的には変わってき

よるのかなという感じもするんですけれど

も、ただ、アサリ、ノリ、いろいろな面でか

なり激減をしてますし、先生は、10年前も、

要するに干潟域の重要性、アシとか、あの辺

の藻場とか、そういう話を一生懸命されてお

られて、それを実証的に部分的にされて、そ

の成果が出ているということは、私は大変前

に進んできたなと思うんですけれども、この

実証実験は、やっぱりきちっとした形でデー

タにそれぞれ──先ほどお話がありますよう

に、場所によってやり方は違うと思うんです

けれども、そういうものを繰り返しながら国

に訴えて、なかなか一遍にこれをやったから

ということで成果が出るものではないと思い

ますし、時間もかかると思いますが、今先生

がいろいろ類例を話していただきましたけれ

ども、こういう実証実験は、きちっとした形

で我々も受けとめて、県なり国に働きかけて

いかなくちゃならないと思うんですけれど
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も、その10年前と今の環境はやっぱりまだ随

分悪化の一途をたどっとるんでしょうか。 

 

○滝川清参考人 個人的と言って申し上げた

らまずいのかもしれませんが、私の感想で

は、ちっとも変わってないと思います。やる

べきことはたくさん。底生生物が本当にふえ

たのか。 

 先ほどのデータでもお示ししましたが、い

ろんな種類の生き物が１平方メートル当たり

に100個体あったのが10個体ぐらいしかない

というところが、やはり環境省等々の調査で

もありますし、いまだに有用な魚介類ですか

ね、あるいはノリは気候によっては変わりま

すが、そういったものが完全に──以前がよ

かったかどうかは別にしても、以前ほどそう

いう状況にない。いいところもあるのかもし

れません。潮が変わる、環境が変わってる。 

 生き物というのは、非常に言葉は悪いんで

すが、非常にタフで、いろんな環境にいろん

なものがいる。劣悪な環境のところには、劣

悪な生き物といいますか、劣悪というと言葉

は悪いんですが、酸素がないところでも生き

れるような生き物っているわけですね。バク

テリア、人間の体もそうですが、そういった

ものがいる。 

 何が本当にいい環境なのということを問い

かけると、これもちょっとクエスチョンマー

クのところも出てくるわけです。人間にとっ

て環境がいいのか、生き物にとって環境がい

い、多様性って何なのかということも含め

て、それはやっぱり総合的に考えていって、

バランスのとれた──先ほど、城下議員さん

とお呼びするんですかね、御質問あったよう

に、いろんなところにいろんな生き物がいな

きゃいけない。ヘドロがどういうところにあ

るんですかという御質問がありましたけれど

も、ヘドロもやっぱりたまってきて、どこか

にたまらなきゃいけない。それは嫌気的な場

として嫌気的な環境の場のところではそれな

りの役割を持っているわけですね。いろんな

ものを窒素だとか分解できないようなやつ

を、この嫌気的な環境の中で嫌気性の細菌が

ありますが、彼らがそれを浄化してくれるよ

うな作用があります。それを経て好気的にな

っていく。それが完全になくなると逆におか

しな話で、そういった場もある。 

 そういう意味で、以前から有明海も貧酸素

水塊というのは発生してたわけです。それが

どういうバランスであるのか、それが非常に

長期化してほかに影響を与えるようであるか

ら問題があるので、それを全体をどうバラン

スとっていくのかということが大事なお話

で、ここだけいいからいいという話じゃなく

て、どっちのほうが事例がいいのかわかりま

せんが、八代海なら八代海の中でも湾奥のと

ころと球磨川河口と南のほうと、それぞれ環

境が違うわけですよね。 

 八代海全体を見たときに、どういうふうな

バランス感覚で、特性があるから、粒度の特

性、底質の特性、いろんな特性がありますか

ら、そこの特性に応じたところの環境という

のをしっかり把握して、じゃあここをこうし

ましょう、こうしましょうというものを議論

しなきゃいけないんだけど、僕が申し上げ

た、その議論をできる場がない。 

 それは、僕らだけではなくて、地元の方、

議員の先生方も含めて、いろんな立場の方々

がやっぱり議論して、じゃあどこから始めま

しょうというものをやっぱりどこかで決めて

いかないと、少しずつ少しずつこうやって効

果があるかというよりも、どこかにぼんとや

ったほうが目に見える効果は高いときもある

わけですよね。それが発信源となってどんど

んどんどんよくなっていくという流れもある

かと思います。 

 そういった意味で、優先順位の検討も含め

て議論しなきゃいけない。ところが、今の現

状を見ると、必ずしもなってない。予算先行

型みたいになっているところが非常に私とし
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ては残念であるというふうに思います。 

 

○西岡勝成委員 もう１つ、荒瀬の撤去が進

んできてますけれども、その影響というの

は、少しは出てくる可能性とか、いい方向に

動く可能性はあるんでしょうか。 

 

○滝川清参考人 これは非常に難しい問題だ

と思います。それなりのモニタリングはやっ

ぱりきちっとやるべきであるというふうに思

います。そのモニタリングは、いわゆる陸域

のメンバーといいますか、陸域の専門家だけ

じゃなくて、海からの専門家も交えたような

場が、僕の知ってる限りなかったような気が

しておりまして、ちょっと残念だなと思って

います。 

 どういう効果があるのか、どこまで影響が

あるのか、それをやはり考えるならば、そう

いう先ほど申し上げたストーリー性、ビジョ

ン、マスタープランみたいなものがない中で

やってしまう。だから、事前に撤去して、じ

ゃあこういう調査をやりましょうというシナ

リオがあればいいんですけれども、お見かけ

したことがないので、そこは私も、そういっ

た意味も含めて、マスタープランを考えまし

ょうよというふうなことをいつも申し上げて

きた。――川と海はつながってます。川を川

だけで議論してほしくない。川の影響は海に

来ます。だから、一体化して考えないと。 

 ダム撤去がどうだと、ピンポイント的な議

論ではなくて、ダムがそこにあるときとない

ときとどんな影響が考えられるからこういう

ことをやらなきゃだめよ、そうすると撤去す

るにしても撤去しないにしても、それに付随

したような調査だとか学術的知見が得られる

というふうに私自身は判断しているんですけ

れども、そういうスタンスをとっていただき

たい。まさにそういった場が十分にはたして

行われてきたかということを強く私は申し上

げたい。 

 

○岩中伸司委員 先ほど、なぎさ線の消失、

なぎさ線ですね、この消失がずっと進んでき

てて、実験的に今やられた成果というのが報

告ございましたけれども、確かに稚貝とかそ

れぞれ育成状況も違うし、生物がだんだん多

くなってるということですけれども、これ

は、砂場とかそういうことの状況でそういう

結果になったんでしょうか。部分的なもので

しょうか。 

 どうもそこが、実際私は荒尾ですけれど

も、砂場の海岸があるんですけれども、そこ

にもうカニも貝も何もいない、本当死の海の

ような状況になっているんですね。ですか

ら、先生がおっしゃったようななぎさ線のま

んまだったら、そこで生息できるのかなとい

うふうな思いがして……。 

 

○滝川清参考人 大変いい御質問だと、失礼

ですが、思います。 

 私がなぎさ線というふうに申し上げてるの

は、もともと自然海岸であったところが人工

的な海岸になってしまって、コンクリートの

壁との境界しかない。そういったところは以

前どうだったのということをもとに戻してみ

ますと、防災目的で、それを非難しているわ

けではないんですけれども、防災の必要性が

あって、そこを護岸堤防なり防災堤防なりつ

くりましたと。 

 その後どうなったかというと、コンクリー

トの壁になっているわけですから、土と水と

空気が触れるような生き物にとって、要する

に、干潟、その連続した干潟は、僕はなぎさ

線という言葉で置きかえているだけなんです

が、そこのところのその生き物の場がない。

なくなったようなところにそれをあえてつく

ったら、しかもそれが連続した地形じゃない

と、１メートルも２メートルも段差があるよ

うなところは、生き物にとってはこれ越えら

れないわけですよね。そういった連続した地
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形はやっぱりつくりたいよねということで、

思い出していただければいいんですけれど

も、以前といったら語弊がありますが、海沿

い、海岸沿いには木が生い茂って、泥が来

て、それにはサワガニといいますか、カニさ

んがいっぱいいて、そういう情景が今余りに

もきれいになり過ぎてていませんですよね。

それを見るだけでも、そこをねぐらとしてい

る、あるいはそこを産卵場としている、そう

いった生き物、稚仔魚の生息場がないという

のが非常に目についてるというふうなこと

で、なぎさ線をつくる。 

 なぜそういうことを思いついたかという

と、実は、あるところで、そういう防災オン

リーの海岸がつくられておりまして、それ

が、流れといいますか、台風かなんかの災害

で壊れたんですね。壊れてて、途中途中に堤

防が壊れているところがある。その壊れたと

ころのすき間からいろんな生き物がその後ろ

のほうに入り込んで非常に調和のとれた場が

できてる。これってというふうにやっぱり思

いついたのがきっかけです。 

 ですから、そういう防災をしなきゃいけな

いようなところは当然防災をやってください

と僕は思います。人間にとっても、生き物に

とっても、安心、安全な場をつくってもらう

というのが一番の生きていく条件ですから、

安心、安全のための条件はやって、ただし、

必要以上なところはやる必要がなくて、そう

いったところにやったらというふうに思っ

て、そういう御提案を申し上げた。 

 今御発言の中に、荒尾海岸は、有明のプロ

ジェクトの中でもいろいろ調べて、先ほど西

岡議員さんがおっしゃったように、そこのと

ころも議論しました。委員会の中で、熊本県

のプランをつくるときの中でも議論したんで

すが、そこのところはいわゆる砂がたまるよ

うな場所なんですね。もともとですね。それ

をここにあえて階段式の護岸とかつくっちゃ

った。だから、その護岸の意味はなくて、護

岸の上にまた砂がたまってるというふうな吹

きだまりみたいになっちゃってるんですね。

あの護岸は本当につくる必要があったのとい

う話になってるわけです。 

 そういったところに砂をまくということそ

のものが、なぜおかしいかというと、砂だけ

で生きれるような生き物、養浜というんです

かね、海水浴場に砂を持ってきてまきますよ

ね。海水浴場を維持するために、毎年毎年、

砂が飛んじゃうからまた入れますってお金か

けて維持してますよね。そういったものとい

うのは、なぜ生き物がつかないかというと、

もともと安定してないからですよね。 

 まず、生き物がすむ場って、人間でもそう

ですけれども、すんでいる場所が安定であ

る、流れとかなんか余り変わらない、そうい

うものが大事です。それが生活条件といいま

すか、生息条件。それに餌がないとだめなん

ですね、餌になるものが。余りにもきれいな

ものだったら餌がない。だから多分生きれる

生き物が限られてくる。 

 そういった意味で、場所の特性があるか

ら、そこの底質、あるいは水質、流れを含め

たところでの物理環境の中で、ここの場にど

ういう生き物がすみやすいよね、昔はこうだ

ったよねというお話を聞きながら、そういう

ものをみんなで考えていく必要があるよねと

いうことを議論する場が、何でも全て議論す

る場なんですが、そういうことをやっぱり考

えていかなきゃいけないだろうなと。 

 

○岩中伸司委員 今先生のおっしゃったこと

で理解できました。荒尾の海岸というのは、

先生が言われるようななぎさ線ではないとい

うふうな、ですね。それで死の海のような状

況になってる。ただ、そういう護岸、荒尾で

ずっと高潮対策なんかで護岸工事がやられた

んですけれども、ずっとやっぱり荒尾海岸線

は、そういった意味ではなぎさ線はもうなく

なってしまっているような状況なんですね。 
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 先ほどの説明でいけば、この有明海自体

が、もう久留米ぐらいまで、700年前、鎌倉

時代、海、有明海だったということでいけ

ば、それなりに干拓事業がずっと進んでき

て、農業や人の住むところとかはそれなりに

発展してきているというふうに、それはそれ

なりにいいことだったんじゃないかというふ

うな気もするわけですけれども、先生がおっ

しゃられたのでいけば、もう全く自然の状態

ですね。こういうことをやっぱり生かしてい

かないと海も死んでしまうのかなと。 

 もう１つ、きょう具体的な説明をお聞きし

たかったんですが、貧酸素状態なんかも、や

っぱり有明海そのものが複雑な潮流とおっし

ゃったんですけれども、この潮流が何かかな

り緩くなったということで、いつも私は思う

んですけれども、その潮の流れが一定程度速

度があれば、自然浄化、改善もできるんじゃ

ないかと思うんですが、その辺はどういう認

識をされてますか。 

 

○滝川清参考人 どこからお答えしましょう

か。貧酸素のほうはちょっと後にお答えする

にして、最初のほうの荒尾海岸のところは砂

場が堤防がというお話。 

 熊本県の干潟と有明海、八代海干潟等とい

うマスタープランといいますか、そのプラン

の中でも調査されたんですが、以前は、荒尾

海岸はかなり、エゴと洲という言葉を使われ

ますが、明確にあった。 

 ところが、その背後に防災目的の堤防がつ

くられて、先ほど、僕余り明確に申し上げな

かったんですが、堤防がつくられると、流れ

というのは直角方向に行けないですから、ど

っちかの方向にしか、壁に沿った方向といい

ますか、にしか流れないわけですね。そうす

ると、そういう流れの特性で、エゴと洲が全

部埋まっちゃう。エゴと洲が埋まっちゃうと

いうことは、平たんな一様な海岸にしかなら

ない。標高も余り変わらない。そしたら、生

き物の種類も限られてくるわけですね。そう

いう多様性の場がない。 

 僕がなぎさ線をつくったらという話の中に

は、そういう連続した地形というのは、岸沖

方向に連続した地形であって、海岸線沿いに

は、できるだけ多様な流れの早いところ遅い

ところがあるような、そういった場もやっぱ

りつくらなきゃだめだよ。 

 そういった意味で、これは、九州農政局で

試験的に共同研究みたいな形で始めさせてい

ただいたんですが、横島干拓の堤防の前に突

堤を出していただいて、突堤の前に砂みたい

なやつ、砂も置いたり置かなかったりした。

そうすると、突堤の間にきれいな砂がつい

て、岸沖方向、沿岸方向にもいろんな多様な

場ができてるんです。そういう場のつくり方

もあります。 

 そういった意味で、その場に応じたよう

な、荒尾海岸は一直線上ですから、あそこの

ところはできるだけ直線にならぬようにとい

うことで、以前県のほうから御質問があった

ときに、御相談があったときに、荒尾海岸の

ところは、ところどころちょっと突堤がある

かと思います。ああいう突堤をつけたらどう

ですかというアドバイスを差し上げたことは

ございます。それがどの程度進捗しているか

わかりませんが、そういう工夫もすることで

もって、いろんな多様な場がつくれるという

ことも考えられます。それが最初のほうに対

するお答えです。 

 あと、貧酸素水塊というお話ですが、貧酸

素そのものは、有明海にとってはかなり以前

から起こってたんだということをお話し、現

在もそういう貧酸素水塊が起こりやすいとい

う場所は、御存じのように、有明海の西の奥

ですよね。西奥のところ。それと諫早という

ふうに言われております。そのメカニズムも

今環境省のほうでいろいろ調べている状況で

す。いろんなパターンがございます。それが

問題というときには、やはり魚介類等々に対
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してどういう影響があるのか、それを解消す

るためにどうした方法があるのかということ

も議論しているところであります。 

 非常に難しい話ですよね。いきなり貧酸素

水塊をよくするのかという、そこをターゲッ

トしたら、これとんでもない、流況を変える

とか大々的なことをやらないとちょっと、そ

れをしかも持続的にやらなきゃいけない。そ

ういった意味で、できるところからやる、あ

るいは流入負荷を減らすとかいろんなことを

総合的にとっていく必要があるだろうなとい

うふうに議論してます。 

 今おっしゃってる貧酸素水塊のところも、

環境省で今議論していますケーススタディー

の地区の一つになっていますので、その基本

的な考え方というのはある程度お示しできる

かと思いますので、詳しくはそちらのほうで

お答えできればというふうに思っておりま

す。 

 

○坂田孝志委員 先ほどスライドも出てまし

た八代海の湾奥部ですけれども、何年か前、

ああいう提案も出ましたけれども、なかなか

それが日の目を見ないといいますか、今ちょ

っと休眠状態でありますが、この前、漁業者

の方と第３部会、第４部会の代表者の方とお

会いしたんですね。どういうふうに考えてお

られるのか、やっぱり考え方の違いがあっち

ゃいけませんから。 

 そういう中に、やはりあそこはもう今死ん

だようになっているから、何とかあれを再生

しなきゃならぬ中に、じゃああそこにあるヘ

ドロをどうするかということです。松合のい

わゆる向こう側、奥の奥のほうに、今防災工

事なんかしなるところに、そこに持っていこ

うじゃないかというようなことなんですね。 

 先ほどからお話しあるように、そこに干潟

あるいはなぎさ海岸というような形でやって

いけるとするならば、今の横島海岸まで、流

れてしまったらだめですから、突堤をつけた

りいろんな工夫をしながらやっていくのも一

つの考え方かなと、こう思うんですけどね。 

 それと、長くなってはいかぬからまとめて

言いますけれども、執行部側に聞きますが、

先ほどあった八代のＹＫＫのところにある、

何か今実験的にやっている、あれは何かその

まま続けると、そこに何か悪影響でもあるん

ですか、何か。これ以上はできないとか何か

あるけんですな。そこをもし別にそんないい

方向だったら続けてもらえばいいことだし。 

 そして、部長、先ほど再生何とか会議を設

けたらどうかと。これはゆっくり内部でまた

協議してもらったらどうでしょうかね。委員

長とか、それぞれきょう、前川先生、党の幹

部もおられますから、いろいろそんなところ

も話をしてもらったらなと思いますが。 

 

○平山港湾課長 港湾課でございます。 

 先ほどの滝川先生のほうでお話がありまし

た八代海再生プロジェクトの実証実験の後の

取り扱いの件でございます。 

 現在、港湾関係区域の使用許可ということ

で実証実験をしていただいております。本年

度、その実証実験が終わるということでお話

を聞いておりまして、今後の八代海の再生に

有益なものということで、原形復旧免除申

請、いわゆるそのままの状態で残していいと

いう手続を進めておるところでございます。 

 以上でございます。 

 

○坂田孝志委員 よろしくお願いします。 

 

○山本伸裕委員 きょうは、先生ありがとう

ございました。 

 先生のお話、非常に共感する部分もありま

して、環境とやっぱり安全面を両立できるよ

うな公共事業であるとか取り組みであると

か、非常に私も共感するところがありまし

て、実は、不知火の高潮、松合の被害につい

て、私松合の出身で、私のおじ、おばが亡く
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なったんですが、うちの父親がずっと遺族会

の代表なんかも務めてたんですが、あそこは

もともと海だったんですね。バイパスがつく

られて、埋め立てられて、住宅なんかが入っ

たんですけれども、満潮のときなんかは、海

水面はかなり住宅地よりも高いところまでも

ともと来るようなところで、それがあの台風

と高潮が重なって、ちょうど洗面器を水に押

し込んだみたいにどっと流れ込んだというよ

うな被害だったんですよね。 

 だから、やっぱり本当に事業が果たして本

当に住民の安全を守るのか、環境を破壊する

ようなことにつながらないのかというような

ことについての審査は非常に大事ではないか

というふうに思います。 

 質問は、単純で愚問なんですけれども、か

つてやっぱり有明海、八代海もそうだと思う

んですけれども、宝の海と、豊穣の海という

ようなことが言われてて、以前は、何か車を

買うにしても西の銀行に行ったらいいよと。

西の銀行というのは、つまり海のことで、海

に行ってアサリやタイラギがもうとれると、

西の銀行に行ったらどんどんお金がとれると

いうような表現があったというふうに伺って

るんですね。 

 本当、そういう豊穣の海を取り戻したいと

いうのが、やっぱり住民、特にやっぱり漁民

の方々にとっては切実な問題だと思うんです

けれども、単純な愚問なんですけれども、ど

こまで有明海あるいは八代海がかつての豊か

な海を取り戻せるというふうにお考えで、あ

るいは取り戻すべきだというような、そうい

ったところなんかのターゲットといいますか

ね、そういったイメージは、先生は何かお持

ちですか。 

 

○滝川清参考人 ありがとうございます。 

 非常に私どもも気になるところでありまし

て、どこまで今有明、八代の海が疲弊してい

るのか、まだ間に合うのかということが一番

のターゲットであります。それに向けて一生

懸命取り組んで、再生しましょうということ

をやっております。 

 私自身、今現地実証実験を含めて感じてい

るのは、まだまだ死んでないと。そういう表

現で御理解いただきたい。 

 非常に劣悪になっています。先ほどから申

し上げているように、底質を調べるだけで

も、特に八代海はひょうたんを切ったような

形になっていますから、もう過去からのごみ

みたいなのがひょうたんの深い側のところに

いっぱいあります。そういったところをどこ

までよくするのか。わかりやすく言えば、全

部どぶさらいじゃないですけれども、してし

まえばいい話だと。 

 ところが、そういったやつをいかに持続的

に効果があるように再生するのかということ

をやっぱりいつも考えてまして、そのために

じゃあどうしますという話を、学識者だけじ

ゃなくて、議員の先生方、地元の方々と一緒

になって、やっぱり対策をゴールを見定め

て、できぬかもしれぬけれども、やっぱりや

ろうよね。 

 だめだというのがないというのは、先ほど

御質問がありましたけれども、なぎさ線とい

いますか、そういったものをつくると──意

図的じゃないんですよ、何も僕らはやってな

い。いろんなところにその場に応じた生き物

がついてきてくれます。ああいう調査をして

いるのは、きょうも帰ったらその報告を受け

るんですけれども、そういう調査の結果、い

っぱい生き物がついてきてくれます。それを

大事にしたいんです。そのために、なぜここ

にそういう生き物がついたのかということを

科学的にデータをとりながら、どういう生き

物がというのを分析しながら僕らは進めてお

ります。 

 そういう知識と地元の方々のそういう今ま

での御経験といいますか、ということを含め

て、それと議員さん方のその政治的なそれを
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政策にどう反映するのかということが一体に

ならない限り、僕は、その今おっしゃる、い

つできますかと言われたときに、技術的な話

じゃなくて政策的な話を当然進めていかなき

ゃいけない。それができないとできないと思

います、逆にですね。 

 学者といいますか、僕も含めて研究者の人

たちが、ここをこうやったらいいよと思いつ

きみたいなやつは山ほどやってるわけです

よ。だからって、それが全体の中のどういう

位置づけになるのという認識がないまま、本

当にそこに──極端に言うと、アサリが全然

つかないようなところにしゃにむに囲いをつ

くって、それにアサリをふやそうなんてこと

を平気でやっているんですよ。どことは言い

ませんが、有明海でも。 

 そういうことがないように、効果を持つた

めには、やっぱり持続性を考えてあげる。物

理的な条件もきちっと考えて、持続性を持た

せるということは、余計なエネルギーが要る

ように人為的な堤防をつくったりとか波消し

のやつをつくったりとかじゃなくて、その特

性に応じていけば、それだけ人間が使うお金

もエネルギーも少なくなるわけですから、そ

れを持続的にやる。自然の特性を生かして、

自然の物理環境の中で、それがいかにできる

か。それを議論したい。 

 そういう意味で、僕は、先ほど申し上げた

玉名横島海岸の前には、完全な７メートルも

８メートルもあるような人工の堤防です。そ

の前にあえて突堤を出してもらった。それだ

けで砂がつくんです。生き物がそこにつき出

すんです。そういった防災オンリーの海岸の

中にそういったことを工夫する。 

 松合のお話の中で、私自身も松合の災害の

ときの対策の委員長でした。お話の内容はよ

くわかっているつもりです。そのときに御提

言申し上げたのが、防災の対策、避難所をこ

こにつくったほうがいいでしょう、それと海

岸のほうには波消しのやつも要るけど、そこ

は環境との調和も図ったような砂場とかなぎ

さ線とかそういうことも同時にやったらどう

でしょうという御提言は、そのときの議事録

といいますか、記録集をごらんいただけると

提言してあります。そういったやつをやはり

皆さんに御承知おきいただきながら、やはり

進めていきたいなと。 

 

○小早川宗弘委員長 それでは、ちょっと時

間が押しておりますので、最後に。 

 

○吉永和世委員 先ほどの先生の説明の中

に、海域ごとに再生対策というか、そういう

のを考えるべきだというふうにおっしゃった

と思うんですけれども、まさしくそのとおり

だ思うんですけれども、先生の思いの中で、

八代海、有明海だけじゃなくて、その地域地

域において再生計画をつくるという、そうい

ったイメージでよろしいですか。八代海だけ

の計画と有明海の計画、その２つじゃなく

て、その地域がありますよね。その地域地域

で、ある程度そういった計画をつくる、そう

いったイメージと思っていいんですか。 

 

○滝川清参考人 今までの18年度の評価委員

会の中間報告書の中には、有明海は１つ、八

代海は１つという評価をやってきました。再

生策を考えていくと、先ほど御説明申し上げ

たように、有明海でも、場所によって、いろ

んな特性、東側、西側、熊本沿岸違うよね、

ですから、その海域を区分して海域ごとに特

性を把握しましょうと。 

 先ほど申し上げたように、物理的な環境と

生態環境はどうなっているのかということを

もう少し詳しく見ましょう、ほかの海域から

の影響も加わるよねということを加味しなが

ら議論する。そこの海域の特性を調べましょ

うということです。 

 それに対する地域ぐるみとおっしゃった意

味が、政策的にという意味でしょうかね。政
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策的にということだったら、全体を逆に俯瞰

するような組織をつくってみてください。そ

ういう意味で僕は八代海を申し上げて、熊本

県の中にそういう組織をぜひつくっていただ

きたいと申し上げてるのは、八代海は熊本県

がほとんど中心ですよね。だから、その１つ

の県の中で、１つの行政区画の中で、それが

議論できる。有明になると４県ですから、４

県のいろんな政治的な問題もあって、なかな

か難しいところがある。じゃあ、その一つ一

つに行政に割り振るんじゃなくて、八代海全

体をやっぱり議論するようなものを県として

考えていただいて、どういう対策がいいかと

いうことをほかと比較しないとやり方も決ま

らないわけですね。優先順位も決まらない。 

 そういった意味で、行政区画割りという意

味ではなくて、海域を区分して考える。海域

ごとにそれに合った特性、持続的な方法とい

うのを考えるための手だてとして、海域ごと

にやらなきゃだめということで環境省に私は

提言して、そういうやり方を今進めている

と。 

 

○吉永和世委員 ついでにもう１つよかです

か。 

 耕うんって結構はやって、耕うんに対する

考え方というか、先生の御認識というか、そ

こら辺はどう思ってらっしゃる。 

 

○滝川清参考人 海底耕うんに関しまして

は、私もいろんな形で指導したりとか御相談

があったりとかしております。今までの経緯

でも、耕うんを実際にやって、どの程度効果

が持続するかということも学術的に調べてお

ります。物質収支といったら変ですけれど

も、極端に言ったら、海底のところを耕うん

する、耕うんした後、物質がどこに行くかと

いったら、またもとに戻るわけですね。だか

ら、物質収支的には改善になってない。ある

ものがどっかに飛んでっちゃったということ

にならない。 

 ただ、一時期、耕うんすることでもって環

境がちょっと変わりますから、ほかの生き物

がばっとふえたりする。そのふえたやつをお

魚とかなんとかがまたというサイクルは、短

期間ですけれども、生じます。僕らの実験と

いいますか、研究によると、耕うんの効果が

持続するのは、せいぜい１カ月か２カ月。 

 私、今申し上げたように、ほかの生き物が

ふえて減ってということになるから、ある意

味、そういう意味では波及します。悪い物質

が減ったとかふえたとかということにはなら

ない。金魚鉢の中でひっかき回したって同じ

こと、そういう御理解いただいたほうがわか

りやすいかもしれない。だめだというんじゃ

ないですよ。効率よくやっていただければい

い。 

 

○小早川宗弘委員長 以上で、それでは参考

人への質疑を終了したいと思います。 

 本日は、本当にいろいろとほかにも滝川先

生にはお聞きしたいことがありますけれど

も、また違った機会に、また勉強会など御出

席いただければというふうに思います。 

 本当にまことにありがとうございました。

本日お伺いした貴重な御意見を今後の審議の

参考にさせていただきたいというふうに思い

ます。 

 それでは、滝川先生、御退室をお願いした

いと思います。 

 本当にどうもありがとうございました。

(拍手) 

  (滝川清参考人退室) 

○小早川宗弘委員長 続きまして、議題１の

②、その他に移ります。 

 有明海、八代海関係で、委員からほかにあ

りませんか。 

  （「ありません」と呼ぶ者あり） 

○小早川宗弘委員長 続きまして、議題２、

地球温暖化対策に関する件に係る報告につい
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て、執行部からごく簡単に説明を受け、その

後質疑を行いたいと思います。 

 

○佐藤環境立県推進課長 それでは、簡単に

御説明をいたします。 

 来年度から平成32年度までの５年間の地球

温暖化推進計画の策定について御説明をいた

します。 

 ２の(2)の策定のポイント、２つございま

す。 

 まず、１点目でございますが、温室効果ガ

ス排出量削減目標の設定をしたということで

ございます。 

 表に記載しておりますとおり、国が、平成

42年度までの削減目標を決定いたしましたの

で、その達成も見据えながら、県でも、平成

32年度までの目標を25年度比18％削減、42年

度までの目標を30％削減設定をしたというこ

とでございます。 

 設定に当たっては、以下に点で書いており

ますような事柄を積み上げて計算をしたとい

うことでございます。 

 それから、もう１点目、温暖化への適応策

の推進という項目を追加しております。 

 温暖化が原因ではないかと考えられるさま

ざまな影響が既に起こりつつある中、国は、

先月の27日に、気候変動適応計画を閣議決定

しております。 

 県でも、温暖化の影響による被害を最小化

または回避するために、新たに適応策にも取

り組んでまいります。 

 新計画では、課題や施策の方向性を、防災

ですとか、農業、水産業、健康の分野別に整

理をしておりますが、その中で記載しており

ます主な取り組み例を、この下のほうに４点

ほど紹介しているものでございます。 

 説明は、簡単でございますが、以上でござ

います。よろしくお願いいたします。 

 

○小早川宗弘委員長 以上で執行部からの説

明が終わりましたが、質疑はありませんか。 

  （「ありません」と呼ぶ者あり） 

○小早川宗弘委員長 それでは、続きまし

て、付託調査事件の閉会中の継続審査につい

てお諮りいたします。 

 付託調査事件については、引き続き審査す

る必要があると認められますので、本委員会

を次期定例会まで継続する旨、会議規則第82

条の規定に基づき、議長に申し出ることに異

議ありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○小早川宗弘委員長 異議なしと認め、その

ようにいたします。 

 その他に移ります。 

 その他として何かございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○小早川宗弘委員長 それでは、ないようで

ありますので、以上で本日の議題は全て終了

いたしました。 

 これをもちまして、第４回有明海・八代海

再生及び地球温暖化対策特別委員会を閉会い

たします。 

 委員の皆様方はしばらくお待ちください。 

視察の件をファクスしましたので、できるだ

け参加していただきますように。それでもう

終わります。 

  午前11時57分閉会 
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